
湖南市省エネ家電買換支援事業補助金 よくあるお問い合わせ（７月１日時点） 

No 質問 回答 

１ どのような事業が補助金の対象になり

ますか。 

個人住宅に設置されているエアコン、冷蔵庫、照明器具、給湯器を

省エネ性能の高い製品（省エネ家電）に買い換えた場合が対象です。

それぞれに要件がありますので、詳しくは別問をご確認ください。 

２ 申請主体は個人ですか、それとも事業者

ですか。 

申請主体は個人です。 

個人が省エネ家電に買い換えた際に、本体費用としてお支払いした

金額（税抜き）に対し、補助金を交付します。 

３ 申請者は世帯主である必要があります

か。 

世帯主でなくても申請可能です。 

省エネ家電を購入した方が申請してください。 

ただし、申請は１世帯１品目につき１回限りです。 

４ 二世帯住宅の場合、世帯ごとに申請でき

ますか。 

住民基本台帳に別世帯として登録があれば、どちらの世帯も申請可

能です。 

５ 購入者と申請者が別でも申請できます

か。 

購入者と申請者が別であっても、同世帯であれば申請は可能ですが、

購入者が申請することが望ましいです。 

６ 補助対象となる「エアコン」について教

えてください。 

省エネ基準達成率（目標年度 2027 年）が 100%以上の家庭用エアコ

ンが対象となります。 

※業務用は対象外です。 

７ 補助対象となる「冷蔵庫」について教え

てください。 

省エネ基準達成率（目標年度 2021 年）が 100%以上の家庭用電気冷

蔵庫が対象となります。 

※業務用は対象外です。 

※冷凍庫は対象外です。 

８ 補助対象となる「LED 照明器具」につい

て教えてください。 

省エネ基準達成率（目標年度 2020 年）が 100%以上の住宅用照明器

具が対象となります。 

※卓上スタンドは対象外です。 

※ランプのみは対象外です。 

９ 補助対象となる「高効率給湯器」につい

て教えてください。 

省エネ基準達成率（目標年度 2025 年）が 100%以上のエコキュー

ト、エコジョーズ、エコフィールおよび年間給湯効率が 102%以上

のハイブリッド給湯器が対象となります。 

※業務用は対象外です。 

※リモコンも本体に含めることができます。 

※オイルタンクは本体に含みません。 

１０ 令和７年３月 31 日以前に購入した家電

等は対象になりますか。 

対象外です。令和７年４月１日以降に購入・設置したものが対象と

なります。 

１１ リビングのエアコンを撤去し、寝室に新

設する場合、補助の対象になりますか。 

撤去と設置の場所が異なる場合、「買い換え」とみなせないので対象

外です。 

１２ 市外の販売店やインターネットで購入

した家電等は対象になりますか。 

対象外です。 

１３ リサイクルショップ等で購入した中古

品は対象になりますか。 

対象外です。 

１４ 既設の家電製品をリサイクルショップ

等で引き取ってもらい、新たに対象の省

エネ家電を購入する場合は対象になり

ますか。 

対象外です。 

既設の家電製品については、撤去し、適正に廃棄していただくこと

になります。 

エアコン、冷蔵庫については、家電リサイクル法に基づいて排出し、

家電リサイクル券の写し（排出者控え）を提出していただきます。 



１５ 既設の家電製品を知人の家で引き取っ

てもらい、新たに省エネ家電を購入する

場合は対象になりますか。 

対象外です。 

既設の家電製品については、撤去し、適正に廃棄していただくこと

になります。 

エアコン、冷蔵庫については、家電リサイクル法に基づいて排出し、

家電リサイクル券の写し（排出者控え）を提出していただきます。 

１６ エアコンを１台処分し、２台購入する場

合は対象になりますか。 

１台分のみ対象となります。 

１７ パッケージ型エアコンは対象になりま

すか。 

対象外です。 

１８ 申請方法について教えてください。 

 

（準備中） 

①オンライン申請（推奨） 

市ホームページから申請フォームへアクセスし、必要事項を入力し、

写真を添付することで申請できます。 

 

②書類申請 

交付申請書に必要事項を記入し、添付資料を添えて下記窓口へ、持

参または郵送で提出してください。 

※窓口でコピー対応はいたしません。必ず事前にすべて用意したう

えで提出してください。 

１９ 申請期間について教えてください。 申請開始は８月頃を予定していますが、あらためて広報等で申請時

期や期間をお知らせします。なお期間内であっても予算上限に達し

たら受付を終了します。 

２０ 審査はどのように行われますか。 主に確認する点は下記のとおりです。 

①必要書類がすべてそろっているか。 

②申請者は、市に住民登録があり、申請内容と相違ないか。 

③市税の未納がないか。 

④製品は、要件をすべて満たしているか。 

⑤申請金額は、正しく計算されているか。 

※①～③については、不備等あれば申請者に連絡し、対応を依頼し

ます。一定期間内に是正していただけない場合は、不交付とします。 

※④を満たさないものは不交付とします。 

※⑤は市で再計算を行い、修正後の金額で交付決定とします。 

２１ 予算を上回る申請があった場合はどう

なりますか。 

予算を上回る申請があった日を“最終受付日”とし、最終受付日にあ

った申請の中から抽選を行う予定です。 

２２ 申請者の代わりに、代理の人が申請書類

を窓口に提出してもよいですか。 

申請者本人の同意に基づいて、代理の人が申請書を提出することは

可能です。委任状は不要ですが、申請内容に不備があった場合の連

絡先を示してください。 

２３ 市税の滞納が無いことはどうやって確

認しますか。 

申請者にかかるすべての市税の滞納が無いことを確認するため、申

請者の同意に基づいて、市職員が納税状況を閲覧します。 

２４ 市職員が納税状況を閲覧することに同

意しない場合は、どうなりますか。 

申請書の確認・同意事項（６）イに同意いただけない場合は、「未納

のない証明書」を提出してください。 

２５ 例えば、エアコンについてこの補助金の

交付決定を受けた後、冷蔵庫を買い換え

た場合、補助金の申請をすることはでき

ますか。 

１世帯１品目につき１回まで申請ができます。 

１品目ごとに申請することも、まとめて申請することもできます。 

同一品目を複数台買い換えた場合は、合算での申請になります。 

２６ 申請時に提出する写真は、どのようなも

のが必要ですか。 

買い換え前後（古い機器と新しい機器の両方）にそれぞれ撮影し、

自宅での設置状況が分かるよう写真で、機器全体が写っているもの 

※前後を比べやすいよう、なるべく同じ角度から撮影してください。 



２７ 補助金の交付を受けた家電製品を、他の

人に譲渡してもよいですか。 

原則、法定耐用年数を過ぎるまで、譲渡・廃棄等をすることはでき

ません。 

２９ 補助金の計算例を教えてください。 例１：エアコンを買い換えて、以下の経費を支払った場合 

（内訳） 

①本体価格 320,000 円（税抜） 

②取付工事 15,000 円（税抜） 

③処分費 5,000 円（税抜） 

④リサイクル費 2,640 円 

 

補助対象経費…① 

①×1/3＝106,666.… 

→千円未満切り捨て 106,000 円 

上限額５万円＜106,000 円→50,000 円 

―――――――――――――――――――――――――――― 

例２：照明器具を買い換えて、以下の経費を支払った場合 

（内訳） 

①本体価格 12,000 円（税抜） 

②取付工事 5,000 円（税抜） 

③処分費 1,000 円（税抜） 

 

補助対象経費…① 

①×1/2＝6,000 円 

上限額１万円＞6,000 円→6,000 円 

３０ 複数の部屋の機器、例えば二部屋分の照

明器具を買い換えた場合、それぞれで補

助金をもらうことはできますか。 

同一品目を複数台買い換えた場合は、合算での申請となり、補助金

をもらえる上限額は変わりません。 

 

例：二部屋分の照明器具を交換して、以下の経費を支払った場合 

（内訳） 

①本体価格 12,000 円×2 台＝24,000 円 

②取付工事 10,000 円（税抜） 

③処分費 2,000 円（税抜） 

 

補助対象経費…①（2 台分の合計） 

①×1/2＝12,000 円 

上限額１万円＜12,000 円→10,000 円 

 

※エアコンや冷蔵庫、高効率給湯器も同様です。 

 


